
愛知県中小企業特別高圧電力
価格高騰対策支援金の

交付対象者について

【支援対象期間】
2023年４月から９月

（2023年５月から10月検針分）



支援金の交付対象者

支援金交付対象者について
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下記の内容を確認いただき、支援金の交付対象者であるか確認の上、申請を進めてください。

・県内で特別高圧電力を受電している中小企業者（国及び自治体等の公的機関が所有する施設
の受電をしている場合を除く）

・県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等※に入居している中小企業者

※工業団地、商業施設、オフィスビル、病院、大学等のあらゆる施設が対象となります。

★みなし大企業は除く。

★特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限る。

＜中小企業者＞

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数

①製造業、建設業、運送業

　その他の業種（②～④は除く）
３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下

③サービス業 5000万円以下 100人以下

④小売業 5000万円以下 50人以下

業種
中小企業者（いずれかを満たすこと）

本支援金における中小企業者は中小企業基本法上の中小企業者（資本金の額又は出資の総額
が次表に該当する会社又は常時使用する従業員の数が次表に該当する会社及び個人）とする。



みなし大企業

みなし大企業の定義
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下記のみなし大企業に該当する場合は交付対象外となります。

次のアからオのいずれかに該当する中小企業者をいう。

なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなす。

また、海外企業についても前ページの中小企業者の条件に該当しない（中小企業基本法（昭和38年法律

第154号）第2条に規定する資本金及び従業員数を超える）場合は大企業とみなす。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者

エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が 所有している中小企業者

オ アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者



中小企業者の対象となる「会社」の範囲
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中小企業者の対象となる「会社」の範囲は中小企業基本法で以下のとおり規定されています。

中小企業基本法に規定する「会社」の範囲

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農
事組合法人、 組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業者等協同組合法に基づく組合等）又は
有限責任事業組合（ＬＬＰ）

区分 対象

会社法上の会社等
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
※特例：有限会社 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

士業法人

弁護士法に基づく弁護士法人
公認会計士法に基づく監査法人
税理士法に基づく税理士法人
行政書士法に基づく行政書士法人
司法書士法に基づく司法書士法人
弁理士法に基づく特許業務法人
社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人

＜対象外となる法人＞



業種について

5

下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。

業種の対応表

各分類の詳細な内容については、以下のWEBサイトでご確認ください。
産業分類詳細（総務省）： https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#a

中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類

卸売業

大分類I（卸売業、小売業）のうち

　中分類50（各種商品卸売業）

　中分類51（繊維・衣服等卸売業）

　中分類52（飲食料品卸売業）

　中分類53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）

　中分類54（機械器具卸売業）

　中分類55（その他の卸売業）

小売業

大分類I（卸売業、小売業）のうち

　中分類56（各種商品小売業）

　中分類57（織物・衣服・身の回り品小売業）

　中分類58（飲食料品小売業）

　中分類59（機械器具小売業）

　中分類60（その他の小売業）

　中分類61（無店舗小売業）

 大分類M（宿泊業、飲食サービス業）のうち

　中分類76（飲食店）

　中分類77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

サービス業

大分類G（情報通信業）のうち

　中分類38（放送業）

　中分類39（情報サービス業）

　小分類411（映像情報制作・配給業）

　小分類412（音声情報制作業）

　小分類415（広告制作業）

　小分類416（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業）

大分類K（不動産業、物品賃貸業）のうち

　小分類693（駐車場業）

　中分類70（物品賃貸業）

大分類L（学術研究、専門・技術サービス業）

大分類M（宿泊業、飲食サービス業）のうち

　中分類75（宿泊業）

大分類N（生活関連サービス業、娯楽業）　※ただし、小分類791（旅行業）は除く

大分類O（教育、学習支援業）

大分類P（医療、福祉）

大分類Q（複合サービス事業）

大分類R（サービス業＜他に分類されないもの＞）

製造業その他 上記以外の全て

第13回改訂（平成26年4月1日施行）

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#a


お問合せ先
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ご不明な点はコールセンターまでお問い合わせください。

愛知県中小企業者特別高圧電力価格高騰対策支援金コールセンター

050-3354-4925
【コールセンター設置期間】令和5年7月24日(木)～令和6年2月29日(木)

受付時間 9:00～17:00(土日祝日・年末年始を除く)


